
声をあげよう！  仲間を広げよう！  人間らしく働く権利の確立をめざして！ 
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大阪地方最低賃金審議会第 283回総会を開催 
 7月 7日(火)の午後 2時から、第 283回の大阪地方最低賃金審議会が開かれました。使用者委員 3名、

労働者委員 1名が欠席でした。審議会は 15分程度で終了しました。 

○ 「すべての審議会・専門部会の公開」要請には応えず、今年度も昨年どおり 

 6月 9日に行われた総会後、運営小委員会が開催されて、今年度の審議のすすめ方が話し合われ、「地

域別最低賃金・産業別最低賃金について、これまでの審議のすすめ方を了解し踏襲する。特に産業別最

低賃金について拙速な審議に陥らず、充分審議する。」としました。労働者委員から「産業別最低賃金

の後半 4 業種の審議日程が 8 月中旬から 8 月 28 日とされているので、審議日程を心配している。充分

な審議をお願いしたい」「年越し派遣村に見られるように貧困が深刻になっているが、持続可能な社会

を作っていくため、審議会が役割を果たしてゆきたい」という発言がありました。 

○今年度の地域別最低賃金の改正決定について、大阪労働局長から西村会長に諮問 

＊労働局から経緯報告 → 「最低賃金法が改正され、労働者の生計費、生活保護にかかわる施策との

整合性に配慮しつつ、労働者の賃金、通常の事業の支払能力を考慮して最低賃金を定めるものとされた。

昨年の審議会答申で生活保護との乖離額が 34 円とされ、原則として 2 年以内に解消することが適当と

された。昨年の答申を前提としつつ、最新データをふまえ最低賃金と生活保護費との比較を行い、大阪

府の経済・企業・雇用動向なども踏まえ、諮問することとした。」 

＊大阪労働局長から「地域別最低賃金の調査審議をお願いする」と審議会西村会長に諮問がありました。 

○産業別最低賃金の改正決定の必要性の有無について、大阪労働局長から西村会長に諮問 

 8 件の産業別最低賃金について、改正決定の申し出があり受理されました。8 件の産業別最低賃金に

ついて「改正決定の必要性の有無について審議会の意見を求める」という諮問が大阪労働局長から西村

会長に行われ、特別小委員会で審議をされることになりました。 

○ 今後の審議会日程について 

 7月 7日(火)  意見聴取公示 

 7月 14日(火)  地域専門部会委員推薦公示 

 7月 21日(火)    意見聴取締切り 

 7 月 28 日(火)    第 284 回総会(目安答申が出されていれば答申を伝達、産業別最賃の必要性の有無

について、 意見書報告、 3名の意見陳述) 

 8月上旬     総会(非公開) 大阪府最低賃金の答申、異議申出の公示 

 8月中旬     総会(非公開) 異議申出諮問、答申 

 

 大阪労連は、7月 17日(金)の午後 4時から、合同庁舎 2号館 1階ロビーに集まり、 

意見書の提出行動を行います。  各職場から意見書を提出しましょう!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央最賃審議会 諮問おりる 本審5分、ただちに密室審議へ 

6月30日15時より、御成門にある労働委員会会館７Ｆ講堂にて、中央最低賃金審議会が開かれた。 

この日、舛添厚生労働大臣から、目安についての調査審議を行なうよう諮問がおりた。諮問はわずか 

1行。担当官が代読した内容には、前任大臣のような最賃底上げを求める姿勢はいっさい示されていな

かった。諮問が今野会長に渡された後、会長は労使に意見を求めた。しかし労使とも沈黙し、事務局か

らの説明事項もなく、ただちに傍聴者の人払いが行なわれ、目安小委員会に移り、審議会の扉は閉じら

れた。その間わずか5分程度。 集まった傍聴者、報道陣からは「これではなにもわからない。ひどす

ぎる」との声が口々にあがった。目安小委員会での審議内容は非公開であり、詳らかにされていないが、

事務局から雇用・労働・経済に関する統計データの説明があり、労使が一般的な話をして1時間程度で

終了したもよう。労側委員には、事前に「まやかし目安」の改正について主張するよう要請しておいた

が、それにはふれられず、経済動向についての一般的な話がなされた程度とのこと。 

東京最賃審議会 生活保護との整合性問題で再度算定を、の声 

この日、東京地方最賃審議会が、14時30分より九段下庁舎で行なわれた。専門部会の委員任命がまだ行

なわれていないこともあり、実質的なやりとりとなった。本審の審議内容を傍聴することができた。最

初に事務方から資料説明が行われたが、そこには中賃と異なり、生活保護制度についての説明が含まれ

ていた。特に、生活保護の勤労控除制度について金額をあげて明示されていた点が注目される。 

その後、公益委員が中心となって質問がだされた。１）生活保護との整合性について、昨年の指標は古

く、税金・社会保険料などの計算にも問題があるため、再度算定作業を行なうべきだと考えるがどうす

るのか、２）東京は1級地居住者が90％以上を占めているのに、神奈川県を下回るのはなぜか。３）勤

労控除について考慮するべきではないか等。神奈川と東京との違いの説明については、次回までに事務
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局が説明できるように調べておくことになった。また、生活保護と最賃との比較の再算定については、

中央最賃審議会が行なうはずである、との見方で落ち着いた。 

中央最賃審議会・目安小委員会宛に、至急「意見書」提出を！ 

6月30日の様子からみられた、今年の中央最賃審議会の特徴は、最賃を積極的に引き上げていく議論

がほとんどなされていないということだ。これは、ここ数年の審議会の雰囲気とは、まったく異なるも

のである。政府はワーキングプア対策としての最賃について、積極的な姿勢をいっさい示さず、底上げ

戦略は撤回した。そればかりか、労働者側委員ですら「不況だから要求を自制（連合高木会長）」とい

う姿勢に陥っている。「不況だからこそ、最低賃金をはじめとする低所得者対策が重要」というＧ８やＩＬ

Ｏで議論されている諸国の政策合意とは、まったく相反する空気が中賃審議会を支配している。中賃審議会

を覆っている、「最賃引き上げ自粛ムード」を、根底から覆すべく、最賃大幅引き上げを求める労働者の切

実な声を、審議会にぶつける必要がある。ついては、各単産・地方組織から「意見書」の提出を至急おこ

なうよう、要請する。     

 中央最低賃金審議会への意見書提出先 

あて先：中央最低賃金審議会・目安小委員会各位 

送付先：厚生労働省労働基準局勤労者生活部・勤労者生活課最低賃金係 

メール：saichin@mhlw.go.jp 

郵 送：〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 

     厚生労働省労働基準局勤労者生活部・勤労者生活課最低賃金係 

(担当・内線)宮崎・松田(５５３２) 

(電話・代表) ０３(５２５３)１１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

大
阪
地
裁
は
７
日
、
東
大
阪
市
の
自
動
車
部
品
メ
ー
カ
ー
を
昨
年
末
に

解
雇
さ
れ
た
４
人
の
女
性
フ
ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
労
働
者
に
対
し
、
賃
金
仮

支
払
い
を
含
め
た
「
解
雇
は
無
効
」
と
の
仮
処
分
を
決
定
し
ま
し
た
。 

 

昨
年
末
に
「
ケ
ー
ブ
ル
工
業
株
式
会
社
」
を
解
雇
さ
れ
た
女
性
ら
５
人

の
女
性
パ
ー
ト
労
働
者
が
、
地
域
労
組
「
働
く
仲
間
の
会
・
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｕ
ケ

ー
ブ
ル
工
業
分
会
」
を
結
成
し
、
２
月
に
同
地
裁
に
同
社
の
従
業
員
で
あ

る
こ
と
の
地
位
保
全
な
ど
を
求
め
る
仮
処
分
を
申
し
立
て
て
い
た
も
の
。

５
人
の
う
ち
１
人
に
つ
い
て
は
、
退
職
の
意
思
表
示
が
さ
れ
て
い
た
と
認

定
し
、
申
し
立
て
を
却
下
し
ま
し
た
。 

 

８
日
の
記
者
会
見
で
藤
井
恭
子
弁
護
士
は
、
「
５
人
は
９
０
０
円
台
の

時
給
で
家
計
を
支
え
て
お
り
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
人
も
い
る
。
こ
う
し

た
人
た
ち
の
さ
さ
い
な
ミ
ス
を
あ
げ
つ
ら
い
、
財
務
状
態
を
明
ら
か
に
し

な
い
ま
ま
不
況
に
便
乗
し
て
一
斉
に
首
を
切
る
の
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ

か
ら
５
人
全
員
の
職
場
復
帰
と
解
雇
さ
れ
て
か
ら
今
ま
で
の
賃
金
の
支

払
い
を
団
体
交
渉
で
求
め
て
い
き
た
い
」
と
語
り
ま
し
た
。 

 

解
雇
無
効
の
仮
処
分
決
定
を
受
け
た
女
性
（
５
０
）
は
、
「
『
パ
ー
ト

だ
か
ら
』
と
都
合
よ
く
使
い
捨
て
で
き
な
い
と
司
法
の
場
で
判
断
し
て
い

た
だ
い
て
、
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
の
町
・
東
大
阪
の
産

業
を
支
え
て
き
た
一
番
の
土
台
の
構
成
員
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば

っ
て
い
き
た
い
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。 

(

新
聞
赤
旗 

報
道
よ
り)

 

 


